
 

令和８年度 

豊田市区長会 第２回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和８年４月２２日（水） １４：００～ 

場 所  市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 
 



次 　第

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご
連絡ください。

―

４　区長会　報告・確認・協議事項 ページ

協議
内容

・別紙のとおりです。 ―

報告
内容

・別紙のとおりです。 ―

依頼
内容

・豊田市区長会及び豊田市区長会共済会から各地区区長会の口
座に「地区運営費」を振り込みます。(振込予定日：６月５日)
・変更の有無に関わらず、区長会事務局に報告をお願いしま
す。
【報告期限】５月８日（金）
【提 出 先】区長会事務局（地域交流課）又は支所
　　　　　　（電話：34-6629/FAX：35-4745）

―

協議
事項

・別紙のとおり各種委員への就任をお願いします。
・任意様式での承諾書等の提出が必要な方におかれましては、
同封の書類を区長会事務局に提出くださいますようお願いいた
します。
【提 出 先】区長会事務局（電話：34-6629/FAX：35-4745）

―

協議
内容

・別紙のとおりです。 ―

役員会・総務委員会合同研修会について（案）

1

2

1

区長会費用弁償の支給について

2

別
紙

1

【司会　清水副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

別
紙

深津書記１　豊田市民の誓い唱和

犯罪発生状況・交通事故発生状況について

警察署と地区区長会との連携について

5

5

区長会総会の運営（案）について

区長会役員への各種委員委嘱（案）について

2

3

地区区長会運営費の口座確認について

4

4

別
紙



協議
内容

・別紙のとおりです。 ―

協議
内容

・別紙のとおりです。 ―

５　共済会運営委員会 報告事項 ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出で
きない場合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報く
ださい。

―

６　豊田市等からの依頼・情報提供事項

資料番号

依頼
内容

・社会福祉協議会の事業について説明
・社協会費・共同募金・日赤活動資金の募集
・各地区の区長連絡会等での説明のお願い
【連絡先(社協事業・会費等の募集について)】
　豊田市社会福祉協議会総務課（電話：34－1131/FAX：32－
6011）

依頼
内容

・避難行動要支援者の支援について、昨年度に引き続きご協力
をお願いします。
・6月地区区長会に市職員が出席し、避難行動要支援者名簿の
更新、名簿の活用方法等の説明を行います。
【連絡先】よりそい支援課（TEL:34-6791 / FAX:33-2940）
【連絡先】よりそい支援課
           電話：34-6791、FAX：33-2940
           メール：yorisoi@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・防災行政無線を通じて訓練放送が実施されます。
・受信状況の確認をお願いします（自治区放送施設を有する自
治区のみ）。
【連絡先】防災対策課
           電話：34-6750、FAX：34-6048
           メール：bousai@city.toyota.aihi.jp

今期見舞金の支給状況について

6

ー

社会福祉協議会

-

第５８回豊田おいでんまつりの協賛について

7

デジタル化の推進（アプリの導入）について

14

社会福祉協議会の会費等の募集について

1

1

107

3

よりそい支援課

令和８年度全国一斉情報伝達訓練の実施について（依頼） 防災対策課

2

避難行動要支援者の支援について（お願い）

mailto:yorisoi@city.toyota.aichi.jp
mailto:bousai@city.toyota.aihi.jp


情報
提供

令和８年５月下旬から、気象の警報などが大きく変わります。
自治区で作成している防災に関するマニュアル等について、点
見直しが必要になる可能性があるため、変更内容について情報
提供します。
【連絡先】防災対策課
           電話：34-6750、FAX：34-6048
           メール：bousai@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

高齢者の生活を地域のネットワークで総合的に支えるために、
中学校区ごとに設置している高齢者の総合相談窓口である地域
包括支援センターから、会議等への参加や回覧の依頼等をさせ
ていただくことがありますので、御協力をお願いします。
【連絡先】高齢福祉課
           電話：34-6984、FAX：34-6793
           メール：korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

認知症サポーター養成講座を市民向けに開催しています。認知
症の人やその家族が住み慣れた地域で生活し続けられるよう、
地域の方が認知症の正しい知識を得るための講座開催を御検討
ください。

【連絡先】高齢福祉課
           電話：34-6984、FAX：34-6793
           メール：korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

平成２９年度に市、豊田市区長会等との間で締結した「徘徊高
齢者等の早期発見等の取組に関する協定書」に基づき、認知症
による行方不明者等の早期発見に、可能な範囲で御協力くださ
い。
また、自治区長及び自治区役員の皆様におかれましては、「か
えるメールとよた」への御登録に御協力ください。高齢福祉課
で登録代行も承ります。

【連絡先】高齢福祉課
           電話：34-6984、FAX：34-6793
           メール：korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp

4

新たな防災気象情報について

高齢福祉課

-

－
6

出前講座「認知症サポーター養成講座」の情報提供 高齢福祉課

防災対策課

－

5

豊田市地域包括支援センター事業への協力のお願い

7

行方不明高齢者等に関する取組への御協力のお願い 高齢福祉課

-

mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp
mailto:korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp
mailto:korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp
mailto:korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp


依頼
内容

・各地域の夏祭りに「チアグランパス」を派遣します。
・派遣依頼の抽選にお申し込みください。
【７月】開催 　抽選受付期間：5月12日(火) ～ 5月29日(金)
【８月】開催 　抽選受付期間：6月11日(木) ～ 6月30日(火)

【連絡先】スポーツ振興課
           電話：34-6632、FAX：32-9779
           メール：sports@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

令和８年３月に「第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計
画」を策定しました。本計画は、安心して暮らし続けられる地
域づくりを進めるための重要な指針であり、住民の皆様に広く
知っていただくことが必要です。このため概要版を配布いたし
ますので、回覧等により周知に御協力くださいますようお願い
いたします。
【連絡先】地域包括ケア企画課
           電話：34-6787、FAX：34-6793
           メール：hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

 R7年にダニ媒介感染症が例年以上に発生しました。春から秋
にかけてダニの活動が活発となることから、これらの感染症予
防対策について、自治区会館等にポスター掲示をお願いしま
す。
【連絡先】感染症予防課
           電話：34-6180、FAX：34-6929
           メール：hokansen@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

・夏季の暑さ対策や省エネにつながる取組として、今年度から
「グリーンカーテンコンテスト」を開催しますので、自治区の
区民会館やご自宅、事業所にてぜひお取り組みください。
・参加申込期間：４月５日から５月３１日まで
【連絡先】環境政策課
           電話：34-6650、FAX：34-6759
           メール：kansei@city.toyota.aichi.jp

・・・ 15

自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと等

７　５月区長便のお知らせ

【参考資料】自治区・地区コミュニティ会議等に対する委員推薦依頼一覧

８　意見交換

8

名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣について スポーツ振興課

-

【第３回役員会】５月２７日（水） １４：００～ 豊田市役所 南庁舎５階 ５１会議室

10

ダニ媒介感染症の予防に関する区民周知について（依頼） 感染症予防課

-

11

「グリーンカーテンコンテスト」の実施について 環境政策課

-

９　その他

9

第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画について（情報提供） 地域包括ケア企画課

-

mailto:sports@city.toyota.aichi.jp
mailto:hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp
mailto:hokansen@city.toyota.aichi.jp
mailto:kansei@city.toyota.aichi.jp


 

役員会・総務委員会合同研修会について（案） 

 

１ 日程：令和８年７月９日（木） 

 

２ 対象：役員及び総務委員 

 

３ 目的：他自治体の事例について学び、自治区運営や地域づくりの参考とする。  

 

４ 視察先候補について 

 ・以下の２案について希望する順を決定してください。 

 ・視察先の都合により、内容が変更となる場合があります。 

 

①【テーマ】自治区支援アプリ導入事例 ／滋賀県大津市（日帰り） 

＝視察先＝ 

大津市役所及び導入自治会 

 令和７年度区長会総務委員会で検討を行った自治区支援アプリ「CHIKUWA！」を導入

している自治体及び自治会の方から、導入による効果や課題等を伺う予定。 

 ※調整状況により、他の自治体に変更となる場合もあり。（岐阜県池田町ほか） 

 

 

②【テーマ】防災対策（土砂災害） ／長野県南木曾町（日帰り） 

＝視察先＝ 

南木曾町役場及び自治会 

平成２６年に南木曾町で発生した土石流災害の現場見学や、防災についての取組等

のお話を、町の担当者や自治会の方々から伺う予定。 
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豊田市区長会費用弁償支給規程 

 

１ 支給対象となる会議等 

（１）区長会定例会議としての役員会、４役会議、総務委員会、会計監査、   

選考委員会 

（２）区長会活動の一環として、臨時に開催される会議等で、会長が必要と認

めるもの 

（３）主催団体からの正式な依頼により、区長会代表委員として会議、行事に

出席した場合で、主催団体から報酬、謝礼、報償金又は費用弁償の類が

支給されない場合 

２ 費用弁償の額 

   費用弁償の額は、交通費実費支弁額とし、次の区分による額とする。 

（１）会議等の場所から地区区長会の属する交流館・支所までの距離を直線で

測定し、全行程が１km以上ある場合に、３０円／km （全行程で１km 未

満の端数は切り捨てる。）を支給する。 

（２）会議等の場所が豊田市役所である場合の費用弁償額は、下表のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）区長会会長が出席するもので、区長会行事（総会、役員会、４役会など）

を除く会議及び行事に出席したときは、前号の規定による費用弁償を行

わないものとし、１回につき２，０００円を支給する。 

 

 

区長会名 費用弁償額 区長会名 費用弁償額 

崇化館地区 30円 若園地区 570円 

梅坪台地区 150円 猿投台地区 270円 

浄水地区 240円 井郷地区 270円 

朝日丘地区 60円 猿投地区 480円 

逢妻地区 180円 保見地区 360円 

高橋地区 150円 石野地区 540円 

美里地区 120円 松平地区 360円 

益富地区 240円 藤岡地区 780円 

豊南地区 210円 藤岡南地区 540円 

末野原地区 270円 小原地区 1,200円 

上郷地区 450円 足助地区 900円 

竜神地区 270円 旭地区 1,470円 

若林地区 480円 下山地区 930円 

前林地区 510円 稲武地区 2,100円 
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附則  この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

  附則  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

（区長会会長用の費用弁償を追加する。費用弁償の浄水地区を追加する。） 

 
附則  この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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令和８年４月２２日 

 

«地区名» 地区区長会会長様 

 

                            豊田市区長会  

 

地区区長会運営費の口座確認について（依頼） 

 

 豊田市区長会では、役員会での報告事項の伝達や、地区内の円滑な協力体制構築のため、

毎月１回の地区区長会の実施をお願いしております。 

つきましては、各地区区長会に対し、「地区運営費」（35,000 円（区長会から 20,000 円、

共済会から 15,000 円）×自治区数）を地区区長会の口座に振り込みます。（振込予定：６月

５日（金）） 

現在把握しております口座は下記のとおりですので、ご確認いただき、情報変更の有無を

本紙にご記入の上、ご提出くださいますようお願いいたします。 

 

１ 現在の登録口座情報 

銀行名／口座番号：«振込口座_銀行名・支店名・口座番号» 

   口座名義：«口座名義» 

 

（口座情報変更有無について：レ点をお願いします。） 

□変更あり       □変更なし 

変更のある場合は、口座情報の分かるページのコピーを添付してください。 

※振込には口座名義人の漢字・フリガナの両方が必要となります。通帳の表紙及

び１ページ目の見開きのコピーの添付をお願いします。 

 

２ 提出方法 

以下どちらかの方法でご提出ください。 

① 区長会事務局（地域交流課）へＦＡＸ（３５－４７４５） 

② 区長会事務局（地域交流課）又は各支所窓口へ直接提出 

 

３ 提出期限 

  令和８年５月８日（金）までにご提出ください。 

   

                   【問合せ及び提出先】 

                    豊田市区長会事務局 中山、深見 

                    電 話：３４－６６２９ 

                    ＦＡＸ：３５－４７４５     

-4-



区長会役員への各種委員委嘱状況について(令和８年４月現在）

　委嘱依頼数の経年比較

令和8年度 令和7年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度

総委嘱依頼数 35 46 48 46 42

会　長 9 11 12 12 12

副会長 1 3 4 4 2

副会長兼書記 2 3 3 3 2

副会長兼会計 2 3 3 2 2

書　記 2 3 2 2 3

会　計 2 2 2 2 2

理　事 17 21 21 21 19

その他 0 0 1 0 0
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令和８年度　区長会役員への各種委員委嘱（案）

地区名 自治区名 職名 役員氏名

1 行政改革推進課 地域経営懇話会 委員 高橋 扶桑町 理事 築山正樹

2 環境政策課 豊田市環境審議会 委員 豊南 下野見 理事 杉浦正春

3 循環型社会推進課 とよたエコライフ倶楽部 代表 前林 駒　場 副会長兼書記 清水宏明

4 環境保全課 不良な生活環境を解消するための審議会 委員 若園 花園町 理事 寺田雄二

5 産業振興課 豊田おいでんまつり実行委員会 委員 崇化館 二区東部 書記 深津澄男

6 産業振興課 中村寿一・豊田喜一郎顕彰会 世話人 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

7 交通政策課 豊田市公共交通会議 委員 足助 冷　田 理事 天野正直

8 西山公園 豊田市緑の募金委員会 副会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

9 公園緑地課 豊田市市街地緑地保全審議会 委員 浄水 浄水町 理事 土井英二

10 こども・若者政策課 子どもにやさしいまちづくり推進会議 委員 逢妻 千足町 理事 鈴木英之

11 こども・若者政策課 社会を明るくする運動豊田市推進委員会 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

12 都市計画課 名古屋鉄道三河線整備促進期成同盟会 会員 崇化館 二区東部 書記 深津澄男

13 都市計画課 豊田市都市計画審議会 委員 美里 広川町 理事 板倉良昭

14 経営戦略課 豊田市市政顧問会議 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

15 秘書課 豊田市表彰審査委員会 委員 下山 花山 副会長 加藤繁廣

16 交通安全防犯課 豊田市交通安全　市民会議 会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

17 防災対策課 豊田市防災会議 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

18 防災対策課 豊田市国民保護協議会 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

19 地域包括ケア企画課 （公財）豊田地域医療センター 評議員 梅坪台 東梅坪町 理事 杉山健章

20 やすらぎ福祉総務課 豊田市社会福祉審議会 委員 朝日丘 小　坂 理事 平野敬一

21 よりそい支援課 豊田市民生委員推薦会 委員 前林 駒　場 副会長兼書記 清水宏明

22 社会福祉法人豊田市福祉事業団 豊田市福祉事業団理事会 理事 井郷 下古屋 理事 井口太宏

23 経営管理課 豊田市上下水道事業審議会 委員 末野原 御幸本町 副会長兼会計 関口栄治

24 公益社団法人豊田市シルバー人材センター 公益社団法人豊田市シルバー人材センター理事会 理事 藤岡 上渡合 理事 阿垣剛史

25  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会 副会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

26  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会 監事 猿投 乙部ケ丘第一 理事 池田利雄

27  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会  常任理事 竜神 土　橋 理事 須賀　宏

28 豊田市社会福祉協議会 地域福祉活動推進委員会 委員長 石野 七重 会計 清水克彦

29 豊田市社会福祉協議会  ①豊田市社会福祉協議会②豊田市共同募金委員会  ①副会長②会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

30 豊田市社会福祉協議会  ①豊田市社会福祉協議会②豊田市共同募金委員会 ①②評議員 若林 若　林 理事 前田定利

31 開発調整課  豊田市開発事業対策協議会 委員 石野 七重 会計 清水克彦

32 ラリーまちづくり推進課 豊田市ラリーをいかしたまちづくり実行委員会 委員 旭 敷　島 理事 沓名雄司

33 循環型社会推進課 資源循環促進検討会議 構成員 松平 岩倉東 理事 小野田勝己

34 環境政策課 とよた・ゼロカーボンネットワーク 副会長 末野原 御幸本町 副会長兼会計 関口栄治

35 都市計画課 土地利用関連計画策定懇談会 委員 猿投台 中越戸 理事 大嶋和樹

№
所管する

所属・機関
組織名

就任する
役職

R８
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デジタル化の推進（アプリの導入）について 
 

 
１ 今までの経緯                                    

令和６年度  少子高齢化、定年延長、価値観の変化等に伴う自治区の担い手不足への 
対応として、自治区事務のデジタル化による事務効率化や若い世代に合 
った自治区運営の負担軽減のためのデジタル技術活用に向け更なる研 
究を行った。 

 令和７年度  総務委員会内に１０名程度で構成された（デジタル）小会議を設置し、 
より詳細に次世代を見据えたデジタル化を推進するための手法や機能 
の選定、導入方法などについて引き続き研究を行い、推奨ツールを選定 
した。 
 

２ 推奨アプリについて                              
自治区運営におけるデジタル化の必要性が高まっている一方で、導入が進まない自治区

も多く存在している。昨年度、デジタル小会議で一定期間、施行を行い、機能性・操作性・
価格の面から比較検討を進め、特に高齢化や人材不足により困難な自治区も視野に、導入
しやすく、基本機能に絞った推奨ツールの選定を行った。 

 
３ 令和８年度の取り組みスケジュールついて（予定）                                 
 区長会内で広域試行（トライアル導入）を実施し、本格導入の可否を判断する。 

導入に向け、導入後のアプリ運用ルールの策定を行う。 
導入が決まれば、区長会として契約し、アプリを導入する。 
各自治区へ展開できるようモデル自治区を選定し試行を行い、展開方法等を整理する。 
 
 
 
 
 
 

推奨アプリの第１候補は、「CHIKUWA
チ ク ワ ッ

︕」とする。 
選定理由 ○ 導入の容易さ（メニュー構成・操作性の平易さ） 

○ 必要な基本機能が十分に備わっていること 
○ 低価格であり、自治区の負担が少ないこと 

位置付け ○ 標準的な機能を備えたベーシックなアプリとして推奨する。 
○ 高度な機能やカスタマイズを必要とする自治区については、追加ツ

ールや別アプリの採用を妨げるものではない。 
今後の進め方 ○ 令和８年度に区長会で広域試行（トライアル導入）を実施し、その

結果を踏まえ、役員会にて本契約の可否を最終判断いただきたい。 
○ まずは区長会内で導入し、回覧データの送付や各種連絡等で運用し

ながら、詳細な活用ルールを検討。 
○ 区民への展開については、各自治区の判断によるものとする。 

市への要望 ○ 「デジタル活用支援事業補助金」終了後も、デジタル化を維持する
ための継続的な支援を求める。 

令和８年４月２２日 

役員会資料 
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CHIKUWA! アプリ 

豊田市区長会役員会でのトライアル導入 
 

◆アプリの事前ダウンロードのお願い◆ 
次回役員会にてアプリの簡易説明を行います。 
円滑な進行のため、次回役員会までにアプリのダウンロードをお願いします。 
 

ダウンロード方法 
ご利用の端末の各アプリストアからアプリをダウンロードしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下のアイコンがスマートフォンの画面に追加されれば完了です。 
 
 
 
 
           ← CHIKUWA!アプリのアイコン 
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令和８年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ２ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

4 月 1 日 ～ 4 月 3 0 日 4 612,000 0 0 

１件あたりの平均支給額 ― 153,000 ― 0 

 

２ ５月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額（円） 行事名等 傷害の内容等 発 生 状 況 

１ 上郷大成 ２４６，０００ 高嶺学区豊寿園敬老会 
左大腿骨骨幹部骨

折 
送迎バスに向かう途中､雨で滑って転倒し負傷 

２ 畝部団地 １７，０００ 定期総会 右側肋骨骨折 靴が脱げず､よろけてしまい下駄箱に脇をぶつけ負傷 

３ 東山町 ３１５，０００ 防犯パトロール 左脛骨高原骨折 パトロール中暗くて段差に気が付かず転倒し負傷 

４ 星ケ丘 ３４，０００ 回覧資料配付作業 左小指中節骨骨折 通路の突起物に躓きその際に手をつき負傷 

 

３ 賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

4 月 1 日 ～ 4 月 3 0 日 0 0 0 0 

 

 

《共済会事故報告書について》 

 

＊事故（ケガ）があったら主催者の責任として、病院へ行く事を勧めてください。 

        ↓ 

＊事故発生後、報告書５日以内に提出してください。  

       ↓ 

＊５日以内の提出が無理な場合は、区長会事務局へ一報を！  

 

＊日にちが経ってから病院へ行かれても、行事とケガの因果関係が分らなくなるため、原則認め

られなくなってしまいます。（提出が遅れた場合も同じです） 

 

                    【問合せ先】区長会事務局 中山 電話 ３４-６６２９ 
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５月区長便送付文書一覧 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 
豊田市地域包括支援センター事業への協

力のお願い 
高齢福祉課 34-6984 依頼 全自治区 

２ 
行方不明高齢者等に関する取組への御協

力のお願い 
高齢福祉課 34-6984 依頼 全自治区 

３ 
出前講座「認知症サポーター養成講座」の

情報提供 
高齢福祉課 34-6984 

情報

提供 
全自治区 

４ 
名古屋グランパス盆踊りプロジェクト 

「チアグランパス」の派遣 
スポーツ振興課 34-6632 通知 全自治区 

５ 避難行動要支援者の支援 よりそい支援課 34-6791 依頼 全自治区 

６ 
第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動

計画 

地域包括ケア企画

課 
34-6787 

情報

提供 
全自治区 

７ ダニ媒介感染症の予防に関する区民周知 感染症予防課 34-6180 依頼 全自治区 

８ 令和８年度全国一斉情報伝達訓練の実施 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

９ 
児童遊園・ちびっこ広場の危険箇所等の報

告及び謝礼金の支払いについて(依頼) 
公園緑地課 34-6621 依頼 関係自治区 

１０ 令和８年度 春の「環境美化月間」 地域交流課 34-6629 通知 全自治区 

１１ 
令和８年度地区対策班及び指定緊急避難

場所･避難所への職員配置 
防災対策課 34-6750 通知 全自治区 

１２ 新たな防災気象情報 防災対策課 34-6750 通知 全自治区 

１３ 「交通安全市民会議ニュース５月号」他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

１４ 「グリーンカーテンコンテスト」の実施 環境政策課 34-6650 配付 全自治区 

１５ ぼらんてぃあだより（希望者のみ回覧） 社会福祉協議会 31-1294 配布 旧市内自治区 

１６ 
特定外来生物「オオキンケイギク」の防除

啓発 
環境政策課 34-6650 配布 全自治区 

年 

１回 
区長会帽子 豊田市区長会 34-6629 配付 新区長の自治区 

回覧

１ 
豊田市指定ごみ袋のあっせん 清掃業務課 71-3003 回覧 全自治区 

 

 

区長便等の配達先の変更は、配達員ではなく下記連絡先までご連絡ください。 

・区長便：地域交流課（TEL：34-6629） ・広報とよた：広報課（TEL：34-6604）  

 

 

区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますので、配達員への手渡し、区長便箱にお入れ 

いただくか、お近くの支所へお持ちください。（提出物などを入れないようお願いします。） 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

           メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 
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Ｍｅｍｏ 

｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 

       



豊田市区長会定期総会運営について 

 

１ 概 要 

（１）期  日   令和８年５月９日（土） 

（２）時  間   午前１０時３０分 開会 （受付：１０時開始） 

（３）会  場   豊田市民文化会館 小ホール（豊田市小坂町１２－１００） 

（４）対 象 者   令和８年度区長、令和７年度４役、区長永年表彰者、一般表彰者 

（５）来賓予定   市長・市議会議長・社会福祉協議会長・豊田警察署長・足助警察署長 

 

２ スケジュール 

令和７・８年度４役及び令和８年度正副総務委員長は、１０時２０分に壇上へご集合ください。 

予定時間 令和８年度区長 

１０：２０ 
自由席 

※出欠の変更があった場合は、令和８年度役員が取りまとめて受付に報告 

１０：３０ 総会開会 

１２：００ 総会閉会・解散 

 

３ 出欠確認体制 

 総会当日の受付混雑回避のため、役員の皆様は４月２４日（金）までに別紙「総会出欠確認票」

にて地区の出欠を取りまとめ、支所または地域交流課に御提出ください。（ＦＡＸ可） 

地区名 自治区名 区長名 地区名 自治区名 区長名 

崇化館(12) 二区東部 深津 澄男 若  園(3) 花園町 寺田 雄二 

梅坪台(4) 東梅坪町 杉山 健章 猿投台(11) 中越戸 大嶋 和樹 

浄 水(5) 浄水町 土井 英二 井  郷(5) 下古屋 井口 太宏 

朝日丘(7) 小 坂 平野 敬一 猿  投(8) 乙部ケ丘第一 池田 利雄 

逢  妻(10) 千足町 鈴木 英之 保  見(13) 篠 原 松田 一 

高  橋(15) 扶桑町 築山 正樹 石  野(19) 七重 清水 克彦 

美  里(14) 広川町 板倉 良昭 松  平(22) 岩倉東 小野田 勝己 

益  富(14) 五ケ丘第８ 高村 伸一 藤 岡(18) 上渡合 阿垣 剛史 

豊  南(9) 下野見 杉浦 正春 藤岡南(6) 深 見 天毎木 正 

末野原(10) 御幸本町 関口 栄治 小 原(12) 小原西 加藤 仁美 

上  郷(17) 川 田 石川 孝 足 助(14) 冷 田 天野 正直 

竜  神(8) 土 橋 須賀 宏 下 山(7) 花 山 加藤 繁廣 

若  林(4) 若 林 前田 定利 旭(5) 敷 島 沓名 雄司 

前  林(11) 駒 場 清水 宏明 稲 武(13) 夏焼町 澤田 欣也 

※ ４月２５日以降に出欠の変更があった場合は、役員が地区ごとに取りまとめて総会当日に会場

受付へ御報告をお願いします。 

別紙



令和８年度 総会進行・役割分担表 

時間 内 容 担 当 備 考 

10：00 

10：30 

 

 

 

 

 

 

 

11:05 

 

 

 

 

11:20 

 

 

 

 

 

 

 

11：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：53 

 

 

11:55 

受付開始 事務局  

開会・市民の誓い唱和 都築 淳 前副会長（司会者） 

開会のことば 阿垣 剛史 前副会長兼書記 

会長あいさつ 高村 伸一 前会長（３分） 

永年退職区長 豊田市感謝状贈呈 太田 稔彦 市長 

永年退職区長 区長会感謝状贈呈 高村 伸一 前会長 

表彰規程に基づく区長会感謝状贈呈 高村 伸一  〃 

叙勲受章披露（中條区長） 高村 伸一  〃 

総務大臣表彰受賞披露（阿垣区長） 高村 伸一  〃 

来賓祝辞 太田 稔彦 市長（３分） 

   〃 北川 敏崇 豊田市議会議長（３分）

   〃 内藤 一昭 豊田警察署長（３分） 

（足助警察署長・社会福祉協議会長は自席であいさつ）  

― 休 憩 ―                             

総会議長選出 都築 淳 前副会長（司会者） 

議長登壇 岩瀬 勝好 議長（上郷地区） 

（以下議案ごとに 上郷地区で拍手への協力） 

議案① 令和７年度豊田市区長会事業 報告 倉橋 学 前会計 

議案②    〃     会計決算 報告 倉橋 学 前会計 

    〃     会計監査 報告 杉浦 恒夫 前会計監査 

議案③ 令和７年度区長会共済会事業 報告 倉橋 学 前会計 

議案④    〃     会計決算 報告 倉橋 学 前会計 

     〃     会計監査 報告 杉浦 恒夫 前会計監査 

議案⑤ 豊田市区長会会則 改正 阿垣 剛史 前副会長兼書記 

議案⑥ 令和８年度豊田市区長会役員等 （案） 辻 直樹 選考委員長 

前４役降壇・新４役及び正副送付委員長整列 

会長あいさつ 高村 伸一 新会長（３分） 

自己紹介（４役・総務委員会正副委員長） → ４役は着席、正副委員長は降壇 

議案⑦ 令和８年度豊田市区長会事業計画（案） 関口 栄治 新副会長兼会計 

議案⑧    〃       会計予算（案） 関口 栄治 新副会長兼会計 
議案⑨ 令和８年度区長会共済会事業計画（案） 関口 栄治 新副会長兼会計 
議案⑩    〃       会計予算（案） 関口 栄治 新副会長兼会計 
議長降壇 

閉会のことば 加藤 繁廣 新副会長 

進行 加藤 繁廣 新副会長 

「まちと川を美しくする会」の活動実績と活動計画 清水 宏明 新副会長兼書記  





国旗 市旗

新４役

加藤

清水(宏) 旧４役

関口 高村 市長
新総務
委員長

清水(克) 都築 議長
新総務

副委員長 島田 (選考委員) 阿垣 豊田署

監査 大塚 辻 足助署

杉浦 深津 社協

倉橋

国旗 市旗

新４役

加藤

清水(宏) 旧４役

関口 高村
新総務
委員長

清水(克) 都築
新総務

副委員長 島田 (選考委員) 阿垣

監査 大塚 辻

杉浦 深津

倉橋

豊田市区長会総会舞台展開図 １

令和8年度豊田市区長会総会

【表彰式時】
※新旧４役・新総務・

旧会計監査・選考委員長

ハンドマイク

演台 花台

司会

↓客席↓

豊田市区長会総会舞台展開図　２

令和8年度豊田市区長会総会

【１～４号議案時】
※新旧４役・新総務・

旧会計監査・選考委員長

議長

椅子

演台 花台

司会

↓客席↓
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豊田市区長会総会舞台展開図　3

司会

↓客席側を向いて整列↓

↓客席側を向いて整列↓

令和8年度豊田市区長会総会

新役員登壇後　以降

議長

椅子

演台 花台



 
 

第１号議案 

 

令和７年度  豊田市区長会 事業報告 

 

１  地区区長会連絡会（＝地区定例会）           随時 

 

２  定例役員会（４月～２月）              １２回 

                              

３  区長会４役会議（４月～２月）（原則毎月１回）         １１回 

     

４  総務委員会（４月～２月）               ６回 

                                                               

 ５  デジタル小会議（５月～１月）             １回 

 

   ６  総会（５月１０日）                  １回 

 

７  役員会・総務委員会合同視察研修会（７月）       １回 

 

８  区長会４役視察研修会（１０月）            １回 

 

９  表彰者選考委員会（令和８年２月）           １回 

 

１０ 役員選考委員会（令和８年３月）            １回 

 

  １１ 会計監査（令和８年３月）               １回 

 

 



令和７年度 区長会の主な活動報告 

 

活動の経過                                ※総務委員会活動は除く 

開催日 事 業 名 主な活動・協議内容 会  場 

４月９日 
第 1回 

区長会役員会 

令和７年度区長会役員選考報告 

区長会について 

市役所 

南５１会議室 

４月２３日 
第２回 

区長会役員会 

令和７年度区長会総会の運営について 

区長会役員への各種委員委嘱について 

市役所 

南５１会議室 

５月１０日 区長会総会 区長会総会 
豊田市民文化会館 

小ホール 

５月２８日 
第３回 

区長会役員会 

役員、総務委員の視察研修について 

区長会総会結果について 

市役所 

南５１会議室 

中止（書面） 
第４回 

区長会役員会 
― ― 

中止（書面） 
第５回 

区長会役員会 
― ― 

中止（書面） 
第６回 

区長会役員会 
― ― 

９月２４日 
第７回 

区長会役員会 

ホームページのリニューアルについて 

総務委員会からの中間報告 

市役所 

南５１会議室 

１０月２９日 
第８回 

区長会役員会 
総務委員会からの報告内容について 

市役所 

南５１会議室 

１１月２６日 
第９回 

区長会役員会 

令和８年度事業計画（案）について 

区長会表彰推薦書の提出について 

市役所 

南５１会議室 

１２月２４日 
第１０回 

区長会役員会 

区長会役員選考委員について 

区長会等への回覧依頼について 

総務委員会への中間回答について 

市役所 

東７階大会議室２ 

１月２８日 
第１１回 

区長会役員会 

区長会役職推薦書の提出について 

ホームページのリニューアルについて 

市役所 

南５１会議室 

２月２５日 
第１２回 

区長会役員会 

総務委員会からの報告 

区長会表彰者の承認について 

市役所 

南５１会議室 

３月１１日 
区長会役員 

選考委員会 
令和８年度区長会役員選考 

市役所 

南５３会議室 

３月２５日 会計監査 令和７年度区長会及び共済会会計監査 
市役所 

災害対策本部室  
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令和７年度 総務委員会活動報告 

 
 

開催日 主な活動・協議内容 

第１回 
令和７年 

４月９日 

総務委員会 正副委員長の選出 

総務委員会の進め方について 

第２回 ６月１８日 
自治区デジタル活用事業補助金の意見聴取 

自治区の課題・負担軽減の検討（グループ討論） 

第３回 ７月１６日 
自治区デジタル活用事業補助金の意見聴取 

自治区の課題・負担軽減の検討（グループ討論） 

第４回 ９月１７日 
自治区の課題・負担軽減の検討 

総務委員会中間報告書案の内容確認 

- （９月２４日） 役員会へ総務委員会中間報告（正副委員長出席） 

第５回 １２月１７日 総務委員会中間報告書に対する役員会意見（会長出席） 

第６回 
令和８年 

２月１８日 

区長会表彰者選考委員会 

総務委員会最終報告書の確認 

- （２月２５日） 役員会へ総務委員会最終報告（正副委員長出席） 

 

＜デジタル小会議（全５回開催）＞ 

 

 

総務委員会内にデジタル小会議（７名）を設置し、デジタル化を推進するための手法や機能

の選定、導入方法などについて研究を行った。情報収集したツールの中から候補とした３つの

アプリについて、一定期間、試行を行い、機能性・操作性・価格の面から比較検討を進め、推

奨ツールを選定した。 

デ
ジ
タ
ル
小
会
議
の
開
催
報
告
・
意
見
交
換
（
随
時
） 
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第２号議案 

令和７年度  

豊田市区長会 会計決算 
     

収入総額   ２５，３１１，３６５ 円 

支出総額    ９，９５６，７７６ 円 

差引残額   １５，３５４，５８９ 円（次年度繰越金） 

☆ 収入の部                                 単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

前年度繰越金 14,215,910 14,215,910 0  

会 費 8,940,000 8,940,000 0 30,000 円×298 自治区 

豊田市補助金 700,000 700,000 0 
区長名簿印刷費等に対する

補助金 

社 協 助 成 金 1,043,000 1,043,000 0 
日赤社費及び社協会費の募

集協力費 

雑 収 入 530,000 412,455 ▲117,545 
視察参加負担金,区長バッチ

売払金,預金利息 

計 25,428,910 25,311,365 ▲117,545  

 

☆ 支出の部                                 単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

 （Ｂ－Ａ） 
備 考 

総 会 費 700,000 662,195 ▲37,805 証書ﾎﾙﾀﾞｰ,表彰者記念品等 

会 議 研 修 費 3,500,000 1,542,510 ▲1,957,490 
役員会,総務委員会,費用弁

償,お茶代等,会長行動費  

地 区 運 営 費 5,960,000 5,960,000 0 
１自治区当り 20,000 円を地

区区長会へ 

広 報 広 告 費 66,000 60,500 ▲5,500 新聞広告掲載料 

渉 外 費 150,000 46,754 ▲103,246 
おいでんまつり協賛金,視察

先への手土産 

慶 弔 費 170,000 94,000 ▲76,000 香典,見舞金  

事 務 費 1,700,000 1,590,817 ▲109,183 
区長名簿,手引,消耗品,自治

区加入促進チラシ等 

予 備 費 13,182,910 0 ▲13,182,910  

計 25,428,910 9,956,776 ▲15,472,134  
 

-20-



 
 

第３号議案 

令和７年度 
豊田市区長会共済会 事業報告 

 

 

１ 総会（５月１０日）                    １ 回 

 

２ 運営委員会（４月～３月）                １２ 回 

 

  （１）  見舞金支給件数                ３６ 件 

 

（２） 見舞金支給総額           ８４９，０００ 円 

 

  （３）  賠償金支払件数                １２ 件 

 

（４）  賠償金支払総額※          １，５７６，１８４ 円 

 

    ※保険会社が支払った金額。次ページ支出の部「賠償保険料」を 

豊田市区長会共済会が保険会社に支払い。 
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第４号議案 

令和７年度 
豊田市区長会共済会 会計決算 

 

収入総額    ３６，５３０，１７７  円 

支出総額    １４，７２５，６５１  円 

差引残額    ２１，８０４，５２６  円（次年度繰越金） 

 

☆ 収入の部                             単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

前 年 度 繰 越 金 21,686,732 21,686,732 0  

会 費 14,656,900 14,657,100 200 100 円×146,571 世帯 

繰 入 金 180,000 143,766 ▲36,234 準備金利息 

雑 収 入 22,000 42,579 20,579 預金利息等 

計 36,545,632 36,530,177 ▲15,455    

 

☆ 支出の部                             単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ）－（Ａ） 
備 考 

見 舞 金 4,500,000 849,000 ▲3,651,000 見舞金支給費 

賠 償 保 険 料 2,300,000 1,985,320 ▲314,680 自治会活動保険保険料 

会 議 研 修 費 100,000 33,040 ▲66,960 運営委員会,区長お茶代 

地 区 運 営 費 4,470,000 4,470,000  0 
１自治区当り15,000円を地区

区長会へ 

事 務 費 8,000,000 7,388,291 611,709 
事務職員・臨時職員給与,社会

保険料,回覧板作成等 

予 備 費 17,175,632 0 ▲17,175,632  

計 36,545,632 14,725,651 ▲21,819,981  
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令和７年度 区長会通帳残高 

 

 

《一般会計》 

＊ 十六銀行      １５，３５４，５８９ 円 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 区長会共済会通帳残高 

 

 

《一般会計》 

＊ 十六銀行      ２１，８０４，５２６ 円 

    

 

                      

 

《共済会見舞金等支払い準備金》 

＊ 豊田信用金庫 （決済用普通）１４，２００，０００ 円 

        〃    （定期）   １０，０００，０００ 円 

＊ 三菱ＵＦＪ銀行        １０，０００，０００ 円 

＊ 名 古 屋 銀 行        ２０，０００，０００ 円 

＊ 十 六 銀 行                ２０，０００，０００ 円 

＊ 三十三  銀  行        １０，０００，０００ 円 

＊ 大垣共立銀行        １０，０００，０００ 円 

＊ 岡崎信用金庫        １０，０００，０００ 円 

 

               １０４，２００，０００ 円 
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第５号議案 

豊田市区長会会則の改正（案） 

 

【改正点】 

 第１６条 役員の任期 

 

旧 新（案） 

（役員の任期） 

第１６条 会長の任期は１期１年とし、２期ま 

でとする。ただし、任期終了後２年を経過し

た後は、再選できるものとする。 

２ 副会長の任期は１期１年とし、２期までと

する。ただし、任期終了後２年を経過した後

は、再選できるものとする。 

３ 書記及び会計の任期は１期１年とし、２期

までとする。 

４ 理事及び委員の任期は１期１年とする。 

５ 役員等は、任期満了後も後任者が決定する

までその職務を遂行する。 

６ 前条の規定により選任された役員等の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の任期） 

第１６条 会長、副会長、書記及び会計の任期

は１期１年とし、２期までとする。ただし、

任期終了後２年を経過した場合、または特別

の事情があるときはこの限りではない。 

２ 理事及び委員の任期は１期１年とする。 

３ 役員等は、任期満了後も後任者が決定する

までその職務を遂行する。 

４ 前条の規定により選任された役員等の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

 

 



第６号議案

役職名 区長名 地区名 自治区名

会 長 高村伸一 益  富 五ケ丘第８

副会長 加藤繁廣 下　山 花　山

副会長兼書記 清水宏明 前  林 駒　場

副会長兼会計 関口栄治 末野原 御幸本町

書　記 深津澄男 崇化館 二区東部

会　計 清水克彦 石　野 七　重

理 事 杉山健章 梅坪台 東梅坪町

理 事 土井英二 浄　水 浄水町

理 事 平野敬一 朝日丘 小　坂

理 事 鈴木英之 逢　妻 千足町

理 事 築山正樹 高　橋 扶桑町

理 事 板倉良昭 美　里 広川町

理 事 杉浦正春 豊　南 下野見

理 事 石川　孝 上　郷 川　田

理 事 須賀　宏 竜　神 土　橋

理 事 前田定利 若　林 若　林

理 事 寺田雄二 若　園 花園町

理 事 大嶋和樹 猿投台 中越戸

理 事 井口太宏 井　郷 下古屋

理 事 池田利雄 猿　投 乙部ケ丘第一

理 事 松田　一 保　見 篠　原

理 事 小野田勝己 松　平 岩倉東

理 事 阿垣剛史 藤　岡 上渡合

理 事 天毎木　正 藤岡南 深　見

理 事 加藤仁美 小　原 小原西

理 事 天野正直 足　助 冷　田

理 事 沓名雄司 旭 敷　島

理 事 澤田欣也 稲　武 夏焼町

令和８年度　豊田市区長会役員（案）
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役職名 区長名 地区名 自治区名

委 員 長 島田　勝 藤　岡 北一色

副委員長 大塚良範 豊　南 今

委　員 戸田博基 崇化館 平　芝

委　員 岩松利尚 梅坪台 梅坪町

委　員 野畑安浩 浄　水 伊保原

委　員 池田広文 朝日丘 金　谷

委　員 岩内輝義 逢　妻 美　山

委　員 川島　毅 高　橋 寺　部

委　員 鈴木規安 美　里 野　見

委　員 桂田　章 益　富 泉　町

委　員 深津浩彦 末野原 渡刈町

委　員 坂本義博 上　郷 桝塚西町

委　員 岩月康宏 竜　神 竹　上

委　員 田中雅裕 若　林 高美町

委　員 中野正樹 前　林 堤　町

委　員 山内正文 若　園 吉原町

委　員 堀内康弘 猿投台 平戸橋二区

委　員 櫛田敏宏 井　郷 御船町

委　員 赤尾昭仁 猿　投 亀首町

委　員 高木健治 保　見 貝津町

委　員 清水　剛 石　野 石野町

委　員 古川勇一 松　平 松　平

委　員 吉ｹ別府　修 藤岡南 藤岡ニューハイツ

委　員 大内茂樹 小　原 矢　作

委　員 塚田　馨 足　助 新　盛

委　員 鈴木雅弥 下　山 大　沼

委　員 鈴木健二 旭 浅　野

委　員 山口幸伸 稲　武 川　手

令和８年度　豊田市区長会総務委員（案）



役職名 区長名 地区名 自治区名

会計監査委員 梅村　寿 猿　投 乙　部

会計監査委員 青木　剛 稲　武 桑原町

令和８年度　豊田市区長会会計監査委員（案）
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第７号議案 

令和８年度  豊田市区長会  事業計画（案） 

１  地区区長会連絡会（＝地区定例会）           随時 

 

２  定例役員会（４月～２月）              １２回 

                              

３  区長会４役会議（４月～２月）（原則毎月１回）         １１回 

     

４  総務委員会（４月～２月）               ６回 

 

   ５  総会（５月９日）                   １回 

 

６  役員会・総務委員会合同視察研修会（７月）       １回 

 

７  区長会４役視察研修会（未定）             １回 

 

８  表彰者選考委員会（２月）               １回 

 

９  役員選考委員会（３月）                １回 

 

  １０ 会計監査（３月）                   １回 



第８号議案 

令和８年度 豊田市区長会 会計予算（案） 

☆ 収入の部                            単位：円 

科目 

８年度 

予算額

（Ａ） 

７年度 

予算額

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－（Ｂ） 
備 考 

前年度繰越金 15,354,589 14,215,910 1,138,679  

会 費 8,880,000 8,940,000 ▲60,000 30,000 円×296 自治区 

豊田市補助金 1,900,000 700,000 1,200,000 

自治運営の手引印刷費、自治

区支援アプリ導入等に対す

る補助金 

社 協 助 成 金 1,036,000 1,043,000 ▲7,000 
日赤社費及び社協会費の募

集協力費 

雑 収 入 530,000 530,000 0 
個人負担金、区長バッチ売払

金、預金利息 

計 27,700,589 25,428,910 2,271,679  

 

☆ 支出の部                            単位：円 

科目 

８年度 

予算額

（Ａ） 

７年度 

予算額

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－（Ｂ） 
備 考 

総 会 費 700,000 700,000 0 
証書ホルダー、表彰者記念品

代、会場費等 

会 議 研 修 費 3,500,000 3,500,000 0 
役員会、総務委員会、研修会 

費用弁償等  

地 区 運 営 費 5,920,000 5,960,000 ▲40,000 
１自治区当り 20,000 円を地

区区長会へ 

広 報 広 告 費 66,000 66,000 0 新聞広告掲載料 

渉 外 費 150,000 150,000 0 各種団体行事への協賛金等 

慶 弔 費 170,000 170,000 0 香典、見舞金等 

事 務 費 2,900,000 1,700,000 1,200,000 

手引印刷費、消耗品等（帽子

等）、ホームページ維持管理

更新費 

予 備 費 14,294,589 13,182,910 1,111,679  

計 27,700,589 25,428,910 2,271,679  
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第９号議案 

令和８年度 豊田市区長会共済会 事業計画(案) 

 

 

区長会共済会では、見舞金支給制度により自治区及び自治区内にお

ける諸団体の行事における怪我等に対応しています。 

また、自治会活動保険に引き続き加入し、自治区が所有・使用・管

理する施設や自治区活動中の事故が原因で、他人の生命・身体・財物

を害した場合についても補償することで、自治区内における諸活動も

より一層安心して実施できるよう対応してまいります。 

今年度も、地域の活性化事業をより一層支援し、安心の提供を行っ

てまいります。 

 

 

１ 共済会総会          １回（区長会総会と同時） 

 

２ 共済会運営委員会      １２回（区長会役員会と同時） 

 

３ 見舞金及び賠償金の支給   随 時 

 



第１０号議案 

令和８年度 豊田市区長会共済会 会計予算(案) 

 

☆ 収入の部                         単位：円 

科目 

８年度 

予算額 

（Ａ） 

７年度 

予算額 

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－（Ｂ） 
備 考 

前年度繰越金 21,804,526 21,686,732 117,794  

会 費 14,614,400 14,656,900 ▲42,500 100 円×146,144 世帯 

繰 入 金 360,000 180,000 180,000 準備金利息 

雑 収 入 45,000 22,000 23,000 預金利息 

計 36,823,926 36,545,632 278,294  

 

 

☆ 支出の部                         単位：円 

科目 

８年度 

予算額 

（Ａ） 

７年度 

予算額 

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－（Ｂ） 
備 考 

見 舞 金 4,500,000 4,500,000 0 見舞金支給費 

賠 償 保 険 料 2,300,000 2,300,000 0 自治会活動保険 保険料 

会 議 研 修 費 100,000 100,000 0 運営委員会費 

地 区 運 営 費 4,440,000 4,470,000 ▲30,000 
１自治区当り 15,000 円を

地区区長会へ 

事 務 費 8,500,000 8,000,000 500,000 

事務職員給与、消耗品費、

組長袋等作成費（会費収入

見込み額の 1/4 以内） 

予 備 費 16,983,926 17,175,632 ▲191,706  

計 36,823,926 36,545,632 278,294  
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資料１ 
 

令和８年４月２２日 
 

 
自 治 区 長  様 

                            
(社福)豊田市社会福祉協議会 

会 長 安田 明弘 
                         豊田市共同募金委員会 

会 長 高村 伸一 
                         日本赤十字社豊田市地区 

地区長 太田 稔彦 
 
 

社会福祉協議会の事業説明および会費等の募集について（依頼） 
 
 

日頃は本会の事業に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、今年度の会費等の募集について、ご協力賜りますようお願いいたします。 

 
 

 
 説明事項 
  １ 令和8年度 社会福祉協議会 事業計画（概要） 
  ２ 令和8年度 会費等の募集 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
問合せ 豊田市社会福祉協議会 

総務課  電話︓３４－１１３１ 
 



説明事項 １ 
 

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 令和 8 年度 事業計画（概要） 
 

高齢化や人口減少が進み地域の支え合いの力が弱まる中、人と人、人と地域資源がつながり、
誰もが安心して暮らせる「地域共生社会」の実現が求められています。 

今年度は、地域福祉推進室を２課から３課へ改編し「ともに 誰もがつながり合い、自分らし
く、安心して暮らすことができるまちをつくる」ことを理念に掲げました。「支え合いの地域づく
り」「相談・支援の充実」「地域福祉の担い手づくりとネットワーク強化」「法人基盤の強化」の 4
つの項目を柱として、豊田市民をはじめ自治区、民生委員・児童委員、地区コミュニティ会議、
学校、ボランティア、福祉団体、福祉事業所、医療機関、企業及び行政等の皆様とともに、地域
福祉のさらなる推進に取り組みます。 

 
〇本会が今年度特に注力して取り組む５つの事項 
１ 第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 

「担い手づくりと活躍支援」および「つながり合いづくり」を重点的に進めていきます。実現   
に向けて、内容の周知を丁寧に行い、市民や地域の声を取り入れながら取組を進めていきます。 
 

２ 個別支援と地域づくりの一体的展開 
生活課題を抱える住民一人ひとりに寄り添い、必要な支援につなぐ個別支援を進めていきます。  
その中で得た気づきを地域で共有し、住民主体の活動が展開されるよう伴走支援を行うことで、 
個別支援と地域づくりが循環する仕組みを構築し、安心して暮らせる地域を目指します。 
 

３ 配慮が必要な人への支援体制の充実と連携強化 
身近な相談窓口を設け、多様な生活課題に対応できる体制を維持します。専門分野の相談にも 
対応し、関係機関と連携して適切な支援につなげていきます。 
中山間地域では在宅サービスと相談支援を連携させ、安心して暮らせる環境を整えます。 
 

４ 福祉の担い手づくりと活躍支援の充実 
福祉講座やとよた市民福祉大学を通じて、地域福祉の担い手を育成します。加えて、ボランティ  
ア活動の支援を強化し、継続的な参加につなげます。 
地域人材と専門人材をつなぐ仕組みを整え、活躍の場を広げていきます。 
 

５ 持続可能な事業運営に向けた体制確保 
職員の育成や働きやすい環境づくりによる組織力の向上と、情報発信や、施設管理を通じ 
て、持続可能な事業運営を実現します。 
また、地域福祉の拠点である指定管理施設については、適正な運営を通じ、誰もが安心して  
利用できる環境の確保に取り組みます。 



3 

説明事項 ２  
 

令和８年度の会費等の募集 
 

募集区分 
募集資材
配布時期 

自治区での 
募集時期 
（希望） 

集 約 
時 期 

(希望) 

募 集 金 額 
募 集 方 法 

自治区への助成基準 

社会福祉協議会 
会費 

４月下旬 ５月〜６月 ７月 

【賛助会員】  
1,000 円以上 

【普通会員】    
300 円以上 

 
戸別封筒 

前年度実績額の 
45％＋１万円 

を自治区福祉活動助
成金として助成（申
請による） 
＊旧町村地域につい
ては備考①参照 
 

共同募金 
（赤い羽根・歳
末たすけあい募
金の同時募集） 

９月下旬 
10 月〜 

 12 月 
12月末 戸別封筒 

 

日本赤十字社 
活動資金 

９月下旬 10 月〜  チラシ配布  

【備考】 
 ①旧町村地域での社協会費実績に関わる自治区助成については「社協支所」事業に

活用します。 
 ②社会福祉協議会 会費募集事務協力費として豊田市区長会へ 592,000 円助成

（2,000 円×296 自治区） 
 ③日本赤十字社 活動資金募集事務協力費として豊田市区長会へ 444,000 円助成 
  （1,500 円×296 自治区） 
※なお、会費・寄付金・募金・活動資金の募集につきましては、任意でのご協力を 

お願いしております。 



      豊田市社会福祉協議会「会費」 
      ご協力のお礼 

 
１ 昨年度実績 （令和８年３月 31 日現在） 

世   帯 298 自治区 21,590,900 円 
法   人 501 社 3,533,300 円 
団   体 12 団体 30,000 円 
施   設 49 施設 104,000 円 
合   計  25,257,600 円 

 
 
２ 主な使い道（一部抜粋） 
 ① 自治区、地区コミュニティ会議等が行う地域福祉活動への助成 
 ② 地域ふれあいサロンの支援  市内 254 か所 

③ 小中学校等と連携した福祉実践教室 47 校実施 
 ④ 介護人材の育成(初任者研修) 40 名 
 ⑤ 火災などの被災者へ見舞金の支給 
   被災 6 世帯 11 名に、見舞金（210,000 円）を支給 
 ⑥「とよた市民福祉大学」の開講・運営 
   地域福祉活動の担い手づくりを目的に「第 9 期」を開講 
   修了生 71 名（福祉入門コース 28 名、家庭介護コース 43 名） 
    ※修了生の中には、民生委員児童委員、コミュニティ会議福祉部会委員に就任される方、 
     ふれあいサロンの立ち上げ、子どもの居場所づくりやお助け隊活動に参加される方等、 
     地域で様々な活動で活躍される方がいらっしゃいます。 

  

豊田市社会福祉協議会 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ 

「ぼらんて君」 

福祉実践教室の様子 とよた市民福祉大学受講の様子 



赤い羽根募金・歳末たすけあい募金 
ご協力のお礼（豊田市共同募金委員会） 

１ 昨年度実績額（令和 8 年３月 31 日現在） 
戸 別 募 金 294 自治区 26,756,259 円 
法 人 募 金 225 社 1,316,133 円 
学 校 募 金 93 校 1,187,559 円 
職 域 募 金 260 件 688,849 円 
その他一般募金 104 件 2,843,267 円 
その他歳末募金 4 件 914,654 円 
テーマ型募金 40 件 33,720 円 
合 計  33,740,441 円 

 
２ 主な使い道（一部抜粋） 

① 車いす用福祉車両・車いすの貸出 車両 691 台貸出 
車いす 1,114 台貸出 

 ② 住民の地域参加活動を支援するボランティアセンターの運営 
③ 生活困窮者世帯への応援金支給 20 件 
④ 生活困窮者世帯への食料等の支給 
⑤ 地域課題解決に取り組む団体等への助成金 
  令和 7 年度は 

・みんなの多世代交流スペース『とよたまちなかアメニティ』（社会福祉法人旭会） 
・ルーツや年齢関係なしに集まれる場所「喫茶 Nossa︕」（一般社団法人 JUNTOS） 
に助成しました。 

⑥ 県内の福祉事業の推進 
 

    日本赤十字社 「活動資金」 
    ご協力のお礼 （日本赤十字社豊田市地区） 
 
１ 昨年度実績（令和８年３月 31 日現在） 

 
 
 
 

２ 主な使い道（一部抜粋） 
 ① 市内小中高等学校104校加盟の「ＪＲＣ（青少年赤十字）」の活動支援（助成や活動PR） 
 ② 赤十字ボランティア「豊田市赤十字奉仕団」の活動支援 
 ③ 火災などの被災者へ救援物資等の支給 
    被災された18世帯（50名）に 

   日用品セット、毛布、タオルケットを配布 
   見舞金425,000円を支給 

一 般 会 費 667 件 4,931,175 円 
法 人 会 費  247 社 1,589,700 円 
合 計  6,520,875 円 

車いす用福祉車両の様子 

被災者に渡される救援物資セット 

Ⓒ中央共同募金会 



説明事項 3 各地区の区長連絡会等での説明のお願い 
 

次のとおり５月の地区区長連絡会で社会福祉協議会の事業等について説明をさせていただけるようお取り
計らいをお願いいたします。 

○所要時間    １０分程度 
○内  容    ①社協の事業内容  ②社協会費等の募集のお願い 
○お 願 い     次の日程にて説明を予定させていただきたいと考えておりますが、ご都合の付かな

い地区につきましては、別に日程調整させていただきたく思いますのでご配慮くださ
いますようお願い申し上げます。 

事業等 説明日程（案） 
 地区名 場所 開催日 連絡会開始時間 
１ 崇化館 崇化館交流館 ５月１３日（水） １３︓３０〜 
２ 梅坪台 梅坪台交流館 ５月１２日（火） １７︓００〜 
３ 浄 水 浄水交流館 ５月 ９日（土） １３︓００〜 
４ 朝日丘 朝日丘交流館 ５月１３日（水） １０︓００〜 
５ 逢 妻 逢妻交流館 ５月１３日（水） １９︓００〜 
６ 高 橋 高橋交流館 ５月１２日（火） １９︓００〜 
７ 美 里 美里交流館 ５月１０日（日） １４︓３０〜 
８ 益 富 益富交流館 ５月 ３日（日） １６︓００〜 
９ 豊 南 豊南交流館 ４月３０日（木） １７︓００〜 
10 末野原 末野原交流館 ５月１３日（水） １７︓００〜 
11 上 郷 上郷交流館 ５月 ８日（金） １８︓３０〜 
12 竜 神 竜神交流館 ５月１３日（水） １７︓３０〜 
13 若 林 若林交流館 ４月２４日（金） １７︓００〜 
14 前 林 前林交流館 ５月 ８日（金） １８︓３０〜 
15 若 園 若園交流館 ４月２４日（金） １３︓３０〜 
16 猿投台 猿投台交流館 ５月 ８日（金） １７︓００〜 
17 井 郷 井郷交流館 ５月１３日（水） １０︓００〜 
18 猿 投 猿投北交流館 ５月 ９日（土） １３︓００〜 
19 保 見 保見交流館 ５月 ８日（金） １８︓３０〜 
20 石 野 石野交流館 ５月 ７日（木） １９︓００〜 
21 松 平 松平交流館 ５月 ８日（金） １８︓００〜 
22 藤 岡 藤岡交流館 ５月１３日（水） １９︓００〜 
23 藤岡南 藤岡南交流館 ５月１４日（木） １８︓００〜 
24 小 原 小原支所 ５月 １日（金） １８︓００〜 
25 足 助 足助支所 ５月 １日（金） １８︓３０〜 
26 下 山 下山支所 ５月１２日（火） １４︓００〜 
27  旭 旭交流館 ５月 ７日（木） １３︓００〜 
28 稲 武 稲武支所 ５月 ７日（木） １８︓００〜 

問合せ先 
豊田市社会福祉協議会 総務課 電話︓３４－１１３１ FAX︓３２－６０１１ 



令和８年４月２２日 

自治区長 様 

福祉部 よりそい支援課長 

岡本 裕之 
 

避難行動要支援者の支援について（お願い） 
 

皆様には、日頃から福祉行政に御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

災害対策基本法の一部改正（平成２６年４月１日施行）において、避難行動要支援

者名簿の作成と提供が市長に義務付けられたことにより、避難行動要支援者名簿制度

を運用しています。皆様におかれましては、要支援者の見守りや地域の支援体制づく

りに御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

つきましては、今年度も引き続き、自主防災会や民生委員、地域包括支援センター、

消防団等の関係者の方々と連携していただきながら、要支援者の支援について御協力

をお願いします。なお、制度の概要や今後の流れについては、下記を御確認ください。 
 

記 
 

１ 制度概要 

   高齢者や障がい者（避難行動要支援者）の名簿情報を平常時から地域関係者へ

提供し、日頃の見守りや災害時の地域の支援体制づくりを進める。 

  （※ただし、平常時から名簿情報を提供するためには本人の同意が必要であり、

市が本人に対して適宜同意確認を実施する。） 

 

２ 避難行動要支援者の対象者 

   在宅で生活し、下記のいずれかに該当する者 

    ア ひとり暮らし高齢者等登録者 

    イ 介護保険における要介護３～５の認定者 

    ウ 豊田市在宅重度心身障がい者手当の受給者 

    エ 身体障がい者手帳において、視覚・聴覚・下肢・体幹のいずれかが 

１級～２級の者 

    オ 上記に準ずる者で登録を希望するもの（老夫婦世帯、老々介護世帯など） 

 

３ 名簿の提供先（避難支援等関係者） 

   ①自治区（自治区長、自治区役員、組長、地域支援者など） 

   ②自主防災会（自主防災会長、自主防災会役員） 

   ③民生委員 

   ④地域包括支援センター（６５歳以上の人の情報のみ提供） 

   ⑤消防団 

   ⑥警察（豊田警察署、足助警察署） 

資料２ 

5 月区長便 



４ 今後の市の動きと地域の動き 

≪ 市 ≫ 

時 期 内 容 

４～５月 ・自治区、民生委員等の関係者へ協力のお願い 

６月 

（地区区長会） 

・関係者へ名簿の更新、提供 

・制度概要の説明及び個別支援台帳作成のお願い 

通年 
・新規同意者や死亡・転出等の情報を定期的に情報提供（変更通知） 

・各地区への訪問説明や活動支援（事例の展開） 

 

 

 

 

 

 

≪地域（スケジュール例）≫ 

時 期 内 容 

４～７月 ・自主防災会、民生委員等と地域の連携について話し合い 

６月 ・市から最新名簿の受け取り、古い名簿の返却 

通年 

・要支援者への声かけや見守り 

・個別支援台帳の作成、市へ写しの提供 

・防災訓練を通じた支援体制の強化 

※上記は参考スケジュールです。地域の実情に応じて、可能な範囲で  

支援の御協力をお願いします。 
 
 

５ その他 

  ①生涯学習出前講座に避難行動要支援者に関するメニューがあります。地域で勉

強会や検討会を開催する際にはぜひ御活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

★市職員が地区区長会
に出席します。 

【問合せ】 

よりそい支援課  

電話：３４－６７９１ 

FAX：３３－２９４０ 

背表紙「避難行動要支援者

 

名
簿 

○○自治区」

 

ファイル見本 

６月の地区区長会に市職員が出席し、最新の名簿を提供いたします。できる限り、 

オレンジ色のファイルを６月区長会に持参していただくようお願いします。 

なお、４・５月は多くの自治区・自主防災会が組織の引継ぎ等でご多忙かと 

思いますので、名簿内容の変更通知の送付を見合わせます。ご承知おきください。 



 
 

事 務 連 絡  
令和８年４月２２日  

各自治区長 様 
豊田市長 太田 稔彦    

    （ 公 印 省 略 ）    
 
 

令和８年度全国一斉情報伝達訓練の実施について（依頼） 
 

日頃は、防災行政に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 
 見出しのことにつきまして、防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練を下記のとお
り実施しますので、下記依頼内容への御協力をよろしくお願いします。 

 
記 
 

１ 目的・概要 
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を用いた全国一斉情報伝達訓練が実施されます。 
これは、国から送られてくる緊急情報を即時に市民に伝達させることを目的としてお

り、今回の訓練は、システムにより自動起動された防災行政無線の屋外拡声子局等から、
緊急地震速報及び国民保護情報の訓練放送が流れます。 

２ 日 時 
・令和８年 ６月 ３日（水）午前１１時（国民保護情報） ※今回依頼する案件 
・令和８年 ６月１７日（水）午前１０時（緊急地震速報） ※今回依頼する案件 
・令和８年 ８月２６日（水）午前１１時（国民保護情報）  ８月区長便で通知予定 
・令和８年１１月 ５日（木）午前１０時（緊急地震速報） 10 月区長便で通知予定 
・令和８年１１月１１日（水）午前１１時（国民保護情報） 10 月区長便で通知予定 
・令和９年 ２月 ３日（水）午前１１時（国民保護情報）  1 月区長便で通知予定 

３ 周知方法 
  訓練の実施につきましては、防災ラジオ及び緊急メールとよたで周知を行います。 
  ・６月 ３日（水）分︓６月１日（月）及び６月２日（火） 
  ・６月１７日（水）分︓６月１５日（月）及び６月１６日（火） 
４ 依頼内容 

放送受信状況に関する調査票の回答（対象自治区のみ送付） 
※調査票の回答は自治区放送施設を有する自治区のみ対象となります。 
※豊田市区長会ホームページの区長便資料にもデータを掲載しております。 

５ 放送内容 
  裏面のとおり 
６ 対象地域         

豊田市全域（防災行政無線屋外拡声子局２５６か所、防災行政無線の受信機を接 
続した自治区の放送施設及び防災ラジオを所持している世帯） 

 
 
 

連絡先  地域活躍部防災対策課システム基盤整備担当（志水） 
電 話（０５６５）３４－６７５０（直通）  
ＦＡＸ（０５６５）３４－６０４８ 

資料３ 
４月区長便 



 

 

     

 

 

 

訓練実施日時  
令和８年６月 ３日(水) 午前 1１時 
令和８年６月１７日(水) 午前 1０時 

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を用いた、情報伝達訓練が、全国一斉に実施されます。 
豊田市においては、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）から受信した緊急情報を、防災行政

無線を用いて即時に住民の皆様へお伝えするための訓練を行います。 
当日の放送内容等は次のとおりです。 
情報伝達手段 内  容 

防災行政 
無線 
・ 

防災ラジオ 

 

 市内 256 か所に設置してある防災行政無線、防災行政無線の受信機を接続
した自治区の放送施設及び防災ラジオから、次の放送内容が一斉放送されま
す。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※放送内容は、電話で聞きなおすことができます。 
 フリーダイヤル （０１２０）３４－０１７４（通話料無料） 
 通常電話    （０５６５）３７－３５３０（通話料有料） 

当日の気象状況等によっては、訓練を中止する場合があります。   【問合せ先】 
豊田市地域活躍部防災対策課 
電話 ０５６５－３４－６７５０ 

【６月３日（水）放送内容】 
（チャイム） 
「これは、J アラートのテストです。」 
（×３回） 
「こちらは、ぼうさいとよたです。」 
（チャイム） 

【６月１７日（水）放送内容】 
（チャイム） 
「こちらは、ぼうさいとよたです。」 
「只今から訓練放送を行います。」 
（警報音） 
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」 

（×３回） 
「こちらは、ぼうさいとよたです。」 
「これで訓練放送を終わります。」 
（チャイム） 



 
 

全国一斉情報伝達訓練における 
自治区放送施設受信状況について 

 
自治区番号 ●●●   ●●自治区 

 
全国一斉情報伝達訓練における防災行政無線受信機を接続した自治区放送施設の受信状

況について、６月 10（水）までに回答をお願いします。 
本調査票の提出は以下の連絡先まで電話、FAX 又はＥメールでお願いします。 
※正常に受信できた場合は調査票の提出は不要です。 
※メールで提出する場合は、豊田市区長会ホームページの区長便資料にデータを掲載し

ていますので、ダウンロードし記載のうえ bousai@city.toyota.aichi.jp までご提出
ください。 

 
問 自治区放送施設の受信状況について 
【６月３日（水）訓練放送】 
 
 
  ア 放送されなかった 
 

（放送施設名︓                    ） 
 
 
  イ その他（                    ） 
 

（放送施設名︓                   ） 
 
※ 複数の放送施設に、防災行政無線の受信機を接続してある自治区につきまして

は、（ ）内に放送施設名を記入してください。 
記入例（放送施設名︓○区民会館、○集会所、○公民館など） 

 
 
提出期限︓６月１０日（水） 
 

連絡先 地域活躍部防災対策課システム基盤整備担当（志水） 
電 話（０５６５）３４－６７５０（直通） 
Ｆ Ａ Ｘ（０５６５）３４－６０４８ 
Ｅメール bousai@city.toyota.aichi.jp 

 

調査票 

mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp
mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp


 
 

全国一斉情報伝達訓練における 
自治区放送施設受信状況について 

 
自治区番号 ●●●   ●●自治区 

 
全国一斉情報伝達訓練における防災行政無線受信機を接続した自治区放送施設の受信状

況について、６月 24 日（水）までに回答をお願いします。 
本調査票の提出は以下の連絡先まで電話、FAX 又はＥメールでお願いします。 
※正常に受信できた場合は調査票の提出は不要です。 
※メールで提出する場合は、豊田市区長会ホームページの区長便資料にデータを掲載し

ていますので、ダウンロードし記載のうえ bousai@city.toyota.aichi.jp までご提出
ください。 

 
問 自治区放送施設の受信状況について 
【６月１７日（水）訓練放送】 
 
 
  ア 放送されなかった 
 

（放送施設名︓                    ） 
 
 
  イ その他（                    ） 
 

（放送施設名︓                   ） 
 
※ 複数の放送施設に、防災行政無線の受信機を接続してある自治区につきまして

は、（ ）内に放送施設名を記入してください。 
記入例（放送施設名︓○区民会館、○集会所、○公民館など） 

 
 
提出期限︓６月 24 日（水） 
 

連絡先 地域活躍部防災対策課システム基盤整備担当（志水） 
電 話（０５６５）３４－６７５０（直通） 
Ｆ Ａ Ｘ（０５６５）３４－６０４８ 
Ｅメール bousai@city.toyota.aichi.jp 

 

調査票 

mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp
mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp












 
令和８年 4 月２２日 

 
自治区長 様 

高齢福祉課長 小林 洋明  
 

豊田市地域包括支援センター事業への協力のお願い 
 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から当市の福祉施策に対し、
御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活を 
送ることができるよう、介護・福祉・保健・医療など様々な相談を受ける総合相談  
窓口です。 

当市では、２８中学校区ごとに地域包括支援センターを設置し、介護に関する相談
や心配ごと、悩みごと以外にも健康や福祉、医療や生活に関することなど、相談を  
受け付けています。 

高齢者の生活を地域のネットワークで総合的に支えるため、地域包括支援センター
から下記のとおり依頼させていただくことがありますので、御協力をお願いします。 

 
記 

 
１ 地域ケア個別会議、徘徊高齢者捜索模擬訓練への参加 

高齢者個人の福祉に係る問題を、地域住民と関係機関が一緒になって考え、住み
慣れた地域で少しでも長く生活ができるよう方策を考える「地域ケア個別会議」を
開催します。また、認知症高齢者等の見守り支援のための、徘徊高齢者捜索模擬訓
練を開催します。この会議や訓練は、医療機関・自治区・民生委員・介護サービス
事業者・地域住民などに参加を依頼させていただきます。 
 

２ 地域包括支援センター季刊誌、認知症サポーター養成講座等の開催案内の回覧 
地域包括支援センター事業を紹介する季刊誌や、認知症予防などの教室、家族 

介護交流会等の案内について、回覧を依頼させていただきます。 
 
３ その他 

地域の高齢者に関することで、地域包括支援センターから相談させていただく 
ことがあります。 

 
【問合せ】高齢福祉課 認知症・包括担当  

電話３４－６９８４ FAX３４－６７９３ 
           E ﾒｰﾙ korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp 

資料５ 
５月区長便 

mailto:korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp


 
令和８年４月２２日 

 
自治区長 様 

高齢福祉課長 小林 洋明  
 

出前講座「認知症サポーター養成講座」の情報提供 
 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から当市の福祉施策に対し、御理
解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

当課では、認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かく見守る応援者（認
知症サポーター）を養成するため、「認知症サポーター養成講座」を開催しています。 

今後、高齢者が急増する社会において認知症の人も増加することが予測されており、認知
症は誰もがなる可能性があります。当市では、認知症を身近なこととして捉えていただく機
会として講座を開催しています。これまで、令和６年度末時点で 43,074 人の認知症サポー
ターを養成することができました。つきましては、貴自治区での受講を下記のとおり勧めて
いただきますようお願いいたします。 

 
記 

 
１ 講座の内容 

別添チラシ「あなたも認知症サポーターになりませんか︖」参照 
 

２ 受講する利点 
（１）認知症の人の気持ちを知ることができ、認知症の人への接し方や関わり方が分かる

ようになります。それにより認知症の人やその家族も、地域で安心して暮らし続ける
ことができます。 

（２）認知症の人や家族は、適切な時期に相談・受診することができ、治療や将来の生活
のことについて家族などと話し合うことができます。 

 
３ 受講申し込みについて 
  高齢福祉課又は別添チラシ裏面にある地域包括支援センターに御連絡ください。 
 

 
 

【問合せ】高齢福祉課 認知症・包括担当  
電話３４－６９８４ FAX３４－６７９３ 

資料６ 
５月区長便 





   
                                  



 
令和８年４月２２日 

自治区長 各位 
高齢福祉課長 小林 洋明 

  
行方不明高齢者等に関する取組への御協力のお願い 

 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から当市の福祉施策に対し、御

理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 
さて、平成２９年１１月２７日に市、豊田市区長会等との間で締結した「徘徊高齢者等

の早期発見等の取組に関する協定書」に基づき、下記の取組への御協力をお願いします。 
 

記 
 
１ 認知症による行方不明高齢者等の情報提供について                 

 以下の情報を提供しますので、認知症による行方不明者等の早期発見に、可能な範囲
で御協力ください。  

（１）第一報情報︓「かえるメールとよた」で迅速に全ての自治区へ提供 
  ①範囲︓全ての自治区 

②方法︓「かえるメールとよた」（各自治区長等に御登録いただく）で迅速に提供 
  ③内容︓行方不明者の呼び名、年齢、行方不明発生状況の概要（日時・町名）、特徴、 
      服装、顔写真 
（２）追加情報︓行方不明者と関係が深い自治区にのみ、「かえるメールとよた」で配信し 
        た方の詳細な情報を提供し、捜索活動に活かしていただく 

①範囲︓行方不明者の「住所がある自治区」と「行方不明が発生した場所の自治区」 
の両区長 

②方法︓電話連絡（「自治区長名簿」に記載の電話番号） 
  ③内容︓行方不明者・家族の氏名と住所、行方不明発生状況の詳細、家族の電話番号  

※ 上記に加え、警察から要請がある場合、下表のとおり防災ラジオ、防災行政無線で行
方不明者情報を提供しますので、御承知おきください。 

   情報提供する要件 情報提供する地区 
防災ラジオ 旧町村地区で発生した事案 小原・藤岡・藤岡南・足助・旭・稲

武・下山地区 
防災行政無線 捜索範囲が限定されており、警察が

捜索している又はする場合 
警察が捜索している又はする地区 

 
２ 「かえるメールとよた」への御登録のお願い                      

上記１（１）実施のため、自治区長及び自治区役員の皆様におかれましては、「かえる
メールとよた」への御登録に御協力ください。 
【登録方法】 

案内ちらしに記載の手順に従って登録を行うことが可能です。 
登録が困難な場合は、別紙様式「かえるメールとよた利用登録同意書」に必要事項を

記入の上、高齢福祉課までメール、ＦＡＸ等でお送りください。 
 ※「かえるメールとよた利用登録同意書」は自治区長及び自治区役員様の専用の様式と 

なりますので、自治区民の皆様への回覧は御遠慮ください。 

資料７ 
５月区長便 

＜裏面に続きます＞ 



３ 行方不明対策事業の周知について                           
行方不明対策 5 事業の案内ちらし（別紙「ご家族が行方不明になることが心配な方へ」）

を回覧していただける自治区がありましたら、７月に郵送させていただきますので、  
お手数ですが、6 月末までに高齢福祉課まで御連絡ください。御協力よろしくお願い  
します。  

当市では、行方不明対策事業として、①徘徊高齢者・障がい者等事前登録制度 ②認知
症高齢者等個人賠償責任保険事業 ③見守り安心マーク ④ＧＰＳ機器補助制度 ⑤かえ
るメールとよた を実施しております。 

上記事業は、高齢福祉課及び地域包括支援センターで申込みができるため、必要な区
民の方がいらっしゃいましたら、自治区長様からも御案内いただけると幸いです。 

 
参考）徘徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書（関連事項を抜粋）        
（目的） 
第１条 この協定は、認知症若しくは認知症の疑いのある高齢者又は障がい者で、行方  

不明となっている者（以下、「徘徊高齢者等」という。）の早期発見、行方不明事案の   
防止及びその家族等の支援に関する取組について定める。なお、・・・ 

別紙）徘徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書 各自の実施事項 
実施者 実施内容 

甲 
（豊田市） 

(1) 丙及び丁を通じて徘徊高齢者等の早期発見のための情報提供をその家族
等から受けたとき、徘徊高齢者等の早期発見に資する情報を「かえるメール
とよた」等で乙、戊及び己に提供し、徘徊高齢者等に係る現認情報を甲又は
所轄の警察に提供するよう求める。 

(2) 丙及び丁を通じて徘徊高齢者等の家族等から提供された行方不明事案の
防止のための情報を活用し、行方不明事案の防止に向けた対策を講ずる。 

乙 
（豊田市区長会） 

(1) 「かえるメールとよた」について、自治区内での回覧等を活用して登録者
数の増加に努める。 

(2) 甲が提供する徘徊高齢者等の早期発見に資する情報を活用した早期発見、
行方不明事案の防止のほか甲が実施する認知症に関する取組等に可能な範
囲で協力する。 

丙 
（愛知県豊田警
察署）及び丁（愛
知県足助警察署） 

(1) 徘徊高齢者等が行方不明になった旨の届出をその家族等から受けたとき
は、徘徊高齢者等の早期発見及び行方不明事案の防止のため、甲への情報提
供を勧奨し、家族等が希望するときは、甲が別に定める様式に記載させ、甲
に徘徊高齢者等の情報を提供させる。 

(2) 行方不明者届を受理していない徘徊高齢者等を保護したとき、行方不明事
案の防止のため、家族等に告知した上で、必要に応じて甲に徘徊高齢者等の
情報を提供する。 

戊 
（ひまわりネッ
トワーク株式会
社）及び己（エフ
エムとよた株式
会社） 

(1) 甲の依頼があったとき、自らが管理する放送設備を使用して、視聴者及び
聴取者に甲が配信する「かえるメールとよた」の内容を周知し、徘徊高齢者
等を現認したときにその情報を甲又は所轄の警察署に提供するよう促すた
めの放送を可能な範囲で行う。 

(2) 甲、乙、丙及び丁が実施する認知症に関する取組等の広報について、可能
な範囲で協力する。 

 ＜問合せ先＞    
豊田市 福祉部 高齢福祉課 

       包括・認知症担当 
電話 ３４－６９８４ 



      
   

    
   

                                           
                                   



            

       
                        

                                                               

  



 
 
 

「かえるメールとよた」(緊急メールとよた(行方不明者情報)) 
利用登録同意書 

 
                                     自治区 
裏面の利用規約に同意の上、メール配信に同意します。 
 

氏名 メールアドレス 

例）高齢 太郎 例）k o r e i – f u k u s h i@ c i t y.t o y o t a.a i c h i.j p 
  (オー)  (ハイフン) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
※恐れ入りますが、以下のように見分けがつきにくいと思われる英数字や記号は、カタカ

ナでの表示をするなど、ご配慮くださいますよう、お願いします。 
 
 
 
 

自治区長・自治区役員様専用登録様式 豊田市高齢福祉課宛  
e-mail︓korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp 
ＦＡＸ︓０５６５―３４－６７９３ 

・０(ゼロ)とＯ(オー(小文字・大文字)) ・１(イチ)とｌ(エル) ・２(ニ)とＺ(ゼット) 
・５(ゴ) とＳ(エス) ・６(ロク)とｂ(ビー) ・７(ナナ)と１(イチ) 
・－(ハイフン)_と(アンダーバー) ・.(ドット)と:(コロン)と，(コンマ) など 



 
緊急メールとよた利用規約 

 
  第 1 条（利用規約）  

1.この規約（以下「本規約」といいます）は豊田市（以下「提
供者」といいます）が提供する情報配信サービス（以下「本
サービス」といいます）の利用に関する条件を定めたもので、
本サービスの利用希望者（以下「利用者」といいます）が本
サービスを利用する際の一切の行為に適用されます。 
2.本サービスの利用に際しては、本規約に同意のうえご利用
ください。 
3.本サービスは、合理的な範囲において本規約を利用者の了
承を得ることなしに変更することができます。その変更は豊
田市が本サービス上で表示した時点より効力を持ちます。   
 
第 2 条（運営方針） 1.本サービスは利用者が安心して利用
するために以下の方針で運営します。 
(1)利用者の個人情報の保護には万全の注意を払います。 
(2)虚偽または不快な情報の送信、第三者の名誉・プライバ
シーの侵害その他の権利・利益を害する一切の行為に対し、
厳正な態度で臨みます。 
2.本サービスは収集した個人情報に関して以下の目的での
み利用します。 
(1)本サービスのお申し込みの確認やメールの配信するため 
(2)提供している情報、サービスに関連した情報をお届けす
るため 
(3)本サービス休止等のご案内をお届けするため   
 
第 3 条（利用者登録）  
1.本サービスの利用希望者はメールアドレスなど本サービ
スの利用にあたって必要となる情報の登録を行うものとし
ます。本サービスの利用者登録は、本サービスにおいて所定
の手続を完了したときに成立し、登録成立後は本サービスが
ご利用いただけます。 
 ただし、次のいずれかに該当すると提供者が合理的に判断
出来る場合には、提供者は登録成立後であっても利用者登録
を取り消すことができます。 
(1)登録した情報に対して情報配信を行う事が合理的に困難
と判断した場合 
(2)登録者本人では無い情報を登録した場合 
(3)過去に本規約の違反等により利用者資格を取り消された
ことがある場合 
(4)その他本サービスの運営に支障を与え、第三者または豊
田市の権利・利益を害するおそれがあるなど、登録が適当で
ないと認められる場合   
 
第 4 条(セキュリティ対策) 
 1.利用者の情報の安全と秘密保持を最も重要なものと考
え、利用者の情報を不正アクセスや不正利用から保護するた
めの技術的、管理上及び物理的セキュリティ対策を実施して
います。 
2.万一登録情報が漏洩した場合は、セキュリティポリシーに
基づきネットワークを切断する等の措置を講じます。   
 
第 5 条(個人情報保護の管理) 1.利用者の登録情報の保護に
細心の注意を払い、適切かつ安全な管理体制でこれを保護し
ます。   
 
第 6 条(登録情報の確認･変更･脱退) 1.本サービスでは、お預
かりした個人情報の全て、または一部が合理的、技術的に適
切な方法で保護された環境下で確認、変更することができま
す。 
 
 

2.本サービスでは、登録を任意に脱退することができま
す。   
第 7 条(禁止事項) 1.登録希望者及び本サービス利用者は､
以下に掲げることを行ってはならないものとします。 
(1)他人のメールアドレスを､その所有者の承諾なしに登
録すること 
(2)不正に入手又は生成した大量のメールアドレスを登録
すること 
(3)サーバに対して不正アクセスを試みること､意図的に
不正な指令を与えること及び高負荷をかけること 
(4)その他本サービスに障害を発生させようとすること   
 
第 8 条(第三者への提供)  
1.本サービス利用者のご承諾がない限り収集した個人情
報を第三者に提供いたしません。 
2.ただし、以下の場合においてはこの限りではありませ
ん。 
(1) 本サービス利用者の同意がある場合 
(2) 法令に基づき開示、提供を要請された場合 
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け
た者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合   
 
第 9 条(費用) 
1.登録及び利用に必要な電子機器(スマートフォンなど)
は、利用者自らの費用と責任において用意してください。 
2.本サービスの登録および利用料は無料ですが、情報取得
にかかる通信料(利用者登録、ホームページの閲覧、メー
ル送受信時に発生する料金)は利用者の負担となります。  
 
第 10 条(本規約の改定) 1.本規約は、法令等の要請や個人
情報保護の一層の改善のため、適宜、見直し、改定を進め
てまいります。 
2.本規約の改定を行う場合は、合理的な方法で利用者に通
知する、もしくは、利用者に通知なく行う場合があります。 
3.本規約が変更された場合、変更後の内容が直ちに適用さ
れます。   
 
第 11 条(免責事項) 
 1.提供された情報により、利用者または第三者が被った
損害、回線やサーバ混雑等により配信遅延又は未着などに
より生じたすべての結果、利用者が虚偽の登録を行い、第
三者に対して損害を与えた場合について、一切責任を負い
ません。 
2.本サービスに異常が生じた場合は、予告なくサービ
スを停止することがあります。 
3.これにより生じた利用者及び第三者の損害に対して、一
切責任を負いません。   
 
第 12 条(準拠法)  
1.本規約の準拠法は日本法とします。 
2.利用者との間で生じた紛争については､本サービス提供
団体の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判
所とします。 
 



 

2026 年 4 月 22 日 

名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣について（ご案内） 

日頃は名古屋グランパスの活動に対しご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 
毎年夏にチアグランパスが地域のお祭りを盛り上げる「グランパス音頭めちゃんこ広め隊」のご案内をさせていただきます。 
 
１ 対象 
  豊田市区長会が関わる地域の夏祭り 
２ 派遣可能期間 
  2026 年 7 月 1 日から 2026 年 8 月 31 日まで 
３ 派遣内容 
   名古屋グランパス公式チアチーム「チアグランパス」がお祭りにてグランパス音頭のレクチャーをしながら一緒に踊ります。 

またチアパフォーマンスも披露いたします。 
4 チアグランパス派遣費用   

無償で派遣させていただきます。 ※チアグランパスの派遣人数は２〜3 名（予定）となります。 
5 お申し込みの流れと期間（重要） 

今年度は多くのお申し込みが予想されるため、「抽選」にて決定させていただきます。 お祭りの開催月によって
受付期間が異なります。以下のカレンダーをご確認ください。 
■ ステップ１︓まずは期間内に「抽選」へお申し込みください 
別紙の「申込書」に記入し、以下の期間中にメールまたは FAX でお送りください。 ※この時点では予約は確
定しておりません。 
お祭りの開催月 抽選受付期間 当選発表日 
【７月】開催 5 月 12 日(火) 〜 5 月 29 日(金) 6 月 10 日(水)までにご連絡 
【８月】開催 6 月 11 日(木) 〜 6 月 30 日(火) 7 月 10 日(金)までにご連絡 
■ ステップ２︓空きがある場合の「先着順」受付について 
抽選の結果、スケジュールに「空きがある日」に限り、以下の日程から先着順で予約を受け付けます。  
（抽選に間に合わなかった場合等は、お電話にて空き状況をご確認ください） 
• 7 月開催のお祭り︓ 6 月 10 日以降、空きがあれば予約可能です。 
• 8 月開催のお祭り︓ 7 月 10 日以降、空きがあれば予約可能です。 

6 申し込みの流れ 
① 電話（052-261-2662）にて空き状況の確認 
② 別紙の申込書に必要事項を記入し、メールまたは FAX にて事務局へ 
③ 事務局担当者から連絡させていただき、打ち合わせを行う。 

７ 備考 
・名古屋グランパスホームゲーム開催日や他のイベントスケジュールと重なっている場合等により派遣できない 
可能性がございます。 

   ・着替えが可能な控室のご準備をお願いいたします。 
・派遣内容の詳細に関しては別途ご相談させてください。 

 
＜問い合わせ／申し込み＞ 
㈱名古屋グランパスエイト チアグランパス事務局  
委託先︓(有)ザットインターナショナル 松下  
電話︓052-261-2662  E-mail︓grampus@zat.co.jp 
 
 
 

資料８ 
５月区長便 



 
                             
  

 
 
 
 
 

令和年  月  日 
 

名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣申込書 
 

下記のとおり、チアグランパス派遣の申込をいたします。 

組織名  

ご担当者名  

住 所  

電話番号/FAX                                ／ 

担当者メールアドレス  

 

イベント名  

イベント日時 

～イベント全体の日時を記入～ 
 月    日 （  ） 時 ～ 時 

グランパス音頭パフォーマンス時間 

～イベント内でのグランパスの時間を記入～ 
 時 ～ 時 

チアグランパス控室 

※外から見えない場所をご用意ください 
□必須（専用控室をご用意ください。控室合同の場合は事前にご相談ください。） 

やぐら、ステージの大きさ □ やぐら（大きさ：        ） or □ ステージ（大きさ：         ）  

音響機器の有無 CD 音源での再生（  可  ・  不可   ）   マイク本数（   本） 

グランパスの幟・フラッグ掲出       可  ・  不可    要相談（                       ） 

想定参加人数 100 人以下 ・ 101 人～500 人 ・ 501 人～1000 人 ・ 1000 人以上 

告知について □ グランパス公式 HP・チアグランパス公式 Instagram にて告知いたします。 

ノベルティ配布について 
  可  ・  不可    要相談（                       ） 

盆踊り後、チアグランパスがノベルティを配布します。 

スタッフ駐車場 □ スタッフ用に２台ご用意をお願いします。 

スタッフ集合時間 □ イベント開始の１時間前までにスタッフが会場へ到着します。 

 

＜チアグランパス派遣申込についての問い合わせ＞ 

㈱名古屋グランパスエイト チアグランパス事務局 

（(有)ザットインターナショナル 松下） 

                                         

E-mail アドレス grampus@zat.co.jp 

【送付先】㈱名古屋グランパスチアグランパス事務局 

E-mail アドレス： grampus@zat.co.jp 

mailto:grampus@zat.co.jp
mailto:grampus@zat.co.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補足資料 



 
令和８年４月 22 日 

 
自治区長 様 

地域包括ケア企画課長 杉江 大介  
 

第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画について（情報提供） 
 

時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から当市の福祉施策に対し、御理
解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

このたび、当市では「第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定いたしまし
た。本計画は、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを推進するための基本的な方向
性を示すものであり、地域住民の皆様に広く知っていただくことが重要です。つきましては、
計画の概要版を配布いたしますので、貴自治区におかれましては、住民の皆様への周知にご
協力くださいますようお願い申し上げます。 

 
記 

 
１ 配布物 

第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画（概要版） 
※追加が必要な場合は御相談ください。 
 

２ 配布方法 
回覧、または地域の実情に応じた方法により周知をお願いいたします。 

 
３ 本編の閲覧について 
  計画の本編は市ホームページに掲載しておりますので、必要に応じて御確認ください。
（ https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/1053823.html ） 

また、紙媒体での本編の配布を希望される場合は、下記担当まで御連絡ください。 
 

【問い合わせ先】 
豊田市 福祉部 地域包括ケア企画課 
企画調整担当（東庁舎１階） 杉野森、小林秀 
電 話 ０５６５－３４－６７８７（直通）  
ＦＡＸ ０５６５－３４－６７９３ 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp 

 
 

資料９ 
５月区長便 

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/1053823.html
mailto:hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp






















 
豊環政発第１０３号  
令和８年４月２２日  

自 治 区 長 様 
豊田市長 太田 稔彦   

                             （公 印 省 略） 
 

「グリーンカーテンコンテスト」の実施について 
 
 日頃は、本市の環境政策に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 
 さて、豊田市では、夏季の暑さ対策や省エネにつながる取組として、今年度から「グリー
ンカーテンコンテスト」を開催します。自治区の区民会館やご自宅、事業所にて設置するグ
リーンカーテンが対象となりますので、ぜひ御参加ください。 
  

記 
  

１ 配 布 資 料   「グリーンカーテンコンテスト」チラシ及び参加登録用紙 
 
２ 参加登録期間   令和８年４月５日（日）〜令和８年５月３１日（日） 
 
３ 対    象   市内の自治区、市内在住の個人、市内に事業所のある事業者 
 
４ 参 加 方 法   参加登録用紙に記載の二次元コードから申込フォームで登録か、 

参加登録用紙にご記入のうえFAX、メール、郵送又は直接環境 
政策課まで提出してください。 

 
５ 実績報告期間   令和８年８月１日（土）〜令和８年８月３１日（月） 
 
６ そ の 他   ・参加申込者には、植物（ゴーヤ又はアサガオ）の種やネット、

土壌改良堆肥「ecoグリーン」を差し上げます。 
            ※数に限りがあります。 
                        ・優秀な取組には豊田市産のお米等の景品を贈呈します。 
 
 

【申込み・問合せ】 
〒４７１－８５０１ 豊田市西町３－６０   
豊田市役所 環境部 環境政策課 担当︓志村、竹内 

          電話 ３４－６６５０ 
FAX ３４－６７５９ 
Ｅメール kansei@city.toyota.aichi.jp 

資料１１ 
５月区長便 

mailto:kansei@city.toyota.aichi.jp










       

       

     

        
     
     

  




